
 

 

 

 

 

 

 

長崎北部地域森林計画変更計画書 
 

 

 

 

 

(長 崎 北 部 森 林 計 画 区 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             自 令和 ５ 年 ４月 １日    

 

          計画期間 

                                     
                      至 令和 15 年 ３月 31日     

 

 

 

 

 

 

                                        

令 和 ７ 年 12 月 17 日 

 

 

 

 

   長 崎 県 
            

                                        

                                        

                                        

                                        

              



長崎北部森林計画区 

 

○計画期間 

 

   自 令和５年４月 １日 

   至 令和15年３月３１日 

 

 令和４年１２月２８日に樹立した長崎北部地域森林計画の次の事項に
ついて、森林法（昭和26年法律第249号）第５条第５項の規定に基づき計
画を変更する。 
 

 

○変更の理由 
 
（１） 
「保安林の整備及び治山事業に関する計画」については、治山事業箇所の緊急度

及び公益的機能の確保、土地所有者の意向等によるもの。 
 

〇変更内容 
 
 別紙のとおり。 
 
 



第６　計画量等

５　保安林の整備及び治山事業に関する計画

 （１）保安林として管理すべき森林の種類別面積等

　　① 保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積 

うち前半５年分

9,029 8,632

2,991 2,979

5,110 4,897

928 756

　　② 計画期間内において、保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

単位（面積：ha）

森　林　の　所　在

指定／解除

558 170

水 源 涵 養 東彼杵町 4 2 水源のかん養

川棚町 9,20,27,28,29,38～40 5 〃

7

災害防備 佐世保市 10,27,156,3015,4016,206 24 24 土砂の流出の防備

土砂の流出の防備

土砂の崩壊の防備

松浦市 4,44,37 3 3 土砂の崩壊の防備

13～19,29,47,50～53 50 土砂の流出の防備

4,5,6 1 1 干害の防備

17,20,23,36～39,23 131 15 土砂の流出の防備

39 2 2 干害の防備

波佐見町
15,17,19,21,25,29,36,38,44
～69

100 66 〃

小値賀町 1～7,18,19 33 24 風害の防備

佐々町 8,15 5 5 土砂の崩壊の防備

369 160

保 健 、 風 致 川棚町 35 182 10 公衆の保健

の 保 存 等 182 10

4 4

災害防備 5027 1 1 公益上の理由

66,23 1 1 指定理由の消滅

平戸市 141 1 1 指定理由の消滅

3 3

保 健 、 風 致 松浦市 66 1 1 指定理由の消滅

の 保 存 等 1 1

保健、風致の保存等のための保安林
注　総数欄は、２以上の目的を達成するために指定される保安林があるため、水源涵養のための保安林等の内訳の合計に一致しない
ことがある。

川棚町

20

備　考
指定又は解除を
必要とする理由うち前半５年分

面　積

※　林班番号の千の位の数字は、佐世保市では０．旧佐世保市、１．旧宇久町、２．旧小佐々町、３．旧吉井町、４．旧世知原町、５．旧
江迎町、６．旧鹿町町であり、平戸市では０．旧平戸市、２．旧生月町であり、松浦市では０．旧松浦市であることを示す。

計

計

20

佐世保市

総　　数

平戸市指

定

単位（面積：ha）

保安林の種類 面積 備考

解
　
除

保安林総数（実面積）

水源涵養のための保安林

災害防備のための保安林

市町村

計

種　類

総　　数

計

計

東彼杵町

32,36,83,87,116,171

区　　域　（林班）



単位：地区
治山事業施行地区数

市町村 区　域 うち前半５年分

大瀬 1 1 地すべり防止施設 2031

平山 1 1 地すべり防止施設 3024

樽川内 1 1 地すべり防止施設 3023

牧の地 1 1 地すべり防止施設 180

菰田・小川内 1 1 地すべり防止施設 101

上野原 1 1 地すべり防止施設 18

瀬戸越 1 1 地すべり防止施設 124

皆瀬 1 1 地すべり防止施設 9

町畑 1 1 山腹工 10

指方 1 山腹工 10

春明 1 山腹工 3015

開作 1 山腹工 4016

心野 1 山腹工・渓間工 197

赤坂 1 1 渓間工 5021

霧関 1 渓間工 156

防ノ久 1 1 山腹工・渓間工 5027

下船越 1 渓間工 76

江永 1 1 山腹工 206

馬込 1 渓間工 2021

黒髪 1 渓間工 151

田代 1 渓間工 135

大宇戸 1 渓間工 180

後期 5

白石 1 1 山腹工・地すべり防止施設 32

下中野 1 渓間工 19

春日 1 1 渓間工 176,179

根獅子 1 1 海岸施設 161

高越 1 山腹工・渓間工 171

主師 1 渓間工 30

後期 1

北平 1 1 地すべり防止施設 45

坂野 1 1 地すべり防止施設 10

石倉 1 1 地すべり防止施設 7

雇尾 1 1 地すべり防止施設 13

原福連 1 1 地すべり防止施設 20

長野 1 1 地すべり防止施設 36

赤木 1 1 地すべり防止施設 24

長田 1 1 地すべり防止施設 4

後期 1

口木田 2 2 森林整備 6,7

川内 4 4 渓間工・森林整備 13,15,16,17,18

大音琴 2 2 渓間工・森林整備 4,5

中尾 1 1 山腹工 33

蔵本 2 2 渓間工・山腹工 8

山田 1 1 渓間工 9,12

後期 1

   （３）実施すべき治山事業の数量

森　林　の　所　在
林　　　班主な工種

佐 世 保 市

平 戸 市

松 浦 市

東 彼 杵 町



単位：地区
治山事業施行地区数

市町村 区　域 うち前半５年分

森　林　の　所　在
林　　　班主な工種

木場 3 3 渓間工・森林整備 26,27,28,29

石木 2 2 渓間工・山腹工 17,42,43

後期 1

野々川 1 1 地すべり防止施設 24,25

小樽 3 3 山腹工・渓間工・森林整備 21,27,28

サヤノ御前 1 1 山腹工 29

中尾 1 1 山腹工 38,39

下湯無田 2 2 渓間工・山腹工 15，17

永尾 1 1 山腹工 29

籠原 1 1 山腹工 21

上〆 1 1 山腹工 47,48

1 1 山腹工 47

1 1 地すべり防止施設 47

岳辺田 2 2 渓間工 59

湯無田 1 1 渓間工 20

井石 1 1 山腹工 42

鬼木 1 1 山腹工 43

後期 2

全域 1 1 森林整備 1～7,18,19

後期

古川 2 2 山腹工・渓間工 11,12

市瀬 1 渓間工 10

川内谷 1 1 地すべり防止施設 12

迎木場 1 1 地すべり防止施設 18

後期 1

合計 89 63

佐 々 町

中〆

川 棚 町

波 佐 見 町

小 値 賀 町


